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巻頭言

　“To be free to realize oneself”（「自己
実現に自由であること」）－－ この言葉
は、1976年プエルトリコ・サンファンで
開かれた国際福祉会議でヤングハズバ
ンド女史（dame Eileen Younghusband）
が社会事業（social service）の目的とし
て定義したもの、と知った。1990年
代半ば、同志社大学名誉教授で、元大
学生協連会長理事の嶋田啓一郎先生の
書かれたコープブックレット（「生協と
福祉の思想」1993.９）を読んだときで
ある。
　「福祉とは何か」に対する私なりの
認識の深化である。それまでは恥ずか
しながら、福祉とは、社会的な弱者と
言われる人たちに援助の手を差し伸べ
る政策やそういう活動・事業だくらい
にぼんやりと思っていた。『ボーッと
生きてんじゃねーよ！』といったとこ
ろか。これからは、肝心な人たちの主
体を中心軸にすることができる。この
ことから私は、「福祉とは誰もが自己
実現に自由であることの実現」「福祉
社会とはそういう社会」と、福祉やそ
の事業・現場に対応する出発点にする
ようにした。
　ところで、日本語で「自己実現」と

いうと、様々な説があることがわかる。
それは提唱者の原語の違いなのである
が、上記の女史が使ったのは「“self－
realization”は人生の究極目標」と唱え
たイギリス・オックスフォード大学道
徳哲学教授T.H.グリーンの説を引用
したとするのが妥当であろう。
　一方、「自己実現」という言葉は
1990年代に活動している若者の間で良
く使われていた。それは、マルクスの
言う“Selbstbetätigung”（合目的的自己
活動）のことではなさそうである。また、
経営学でも使われる有名なマズローの

“self－actualization”（欲求５段階説）
でも説明しにくい。若者たちは、欲求
の各段階を経て「自己実現」を言い出
したわけではなく、直接的に自分の願
いとして語っていた。社会活動は報酬
のためではないから当たり前である。
　実は、「自己実現」を自分だけの思い
として説明すれば、マズローの欲求解
釈で説明できるが、「社会的」の意味を
社会性として自覚するなら、協同の場・
人間関係のあり方に拘わる問題となる。
欲求の５段階で説明するよりは、もっ
と明示的に人生の究極目標とした方が、
素直に自分自身のこととして引き寄せ
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られる。自分の人生課題だとするなら
ば、他の人、誰だって同じ想いを持っ
ていることを容認する共感が鍵になる。
そのような思いで人間関係を作ること
が、じつは福祉の社会なのではなかろ
うか、と思うようになった。
　ここで、「人生の目標」としたT.H.グ
リーンでは、「自己実現」とは、自己
の素質や能力などを発展させ，より完
全な自己を実現していくこと、という
ことである。「自己実現」提唱者でも
あった精神分析学者のユングは、「個
性化」の用語を使い、個人に内在する
可能性を実現し，人格を完成していく
ことという言い方をしている。これら
は社会との調和で個性化を語っている
点で、協同精神に繋がるものである。

◇   ◇   ◇
　さて、これで「福祉とは何か」につ
いて、私なりの定義（想いかも知れな
い）を語ったのであるが、これだけで
はまだ不十分である。「『自己実現に自
由であること』は、誰が享受すべきか」
という問題が曖昧になっていては、真
の福祉社会は実現しない。
　ここで、ノーベル経済学賞を受賞し
たアマルティア・センの言辞が、僭越
な言い方ではあるが、私に更なる確認
を与えた。センは、人権という点で「自
由」は「寛容」も含めて、大切なもの

であるが、これが仲間内、限定された
集団の中での認め合いであるなら、ま
たそうである限り貧困は克服できない
と言い切った。貧困の克服には、自由
とか寛容は誰もが享受できることが肝
要であると語った（集英社新書「貧困
の克服」2002.１）。私にとって「誰もが」
の明示的自覚である。
　実は、我が国の憲法第13条は、「すべ
て国民は、個人として尊重される。生
命、自由及び幸福追求に対する国民の
権利については、公共の福祉に反しな
い限り、立法その他の国政の上で、最
大の尊重を必要とする」と謳っている。
　第13条の権利は、人格的生存に必
要不可欠な権利・自由を包摂する包括
的な権利であり、個別の人権とはいわ
ば一般法と個別法の関係にあり、後者
の及ばない範囲をカバーする意味を持
つもの（芦田編憲法Ⅱなど）とするのが
通説となっているという（有斐閣「憲
法Ⅰ」p.271）。
　福祉は、包括的に幸福追求権と人格
権（個人の人格価値にかかわり、それ
を侵害されない権利。自己決定権を含
む）に、そのあり方の根源があると思
われる。私にとって、福祉とは『誰も
が』『自己実現に自由である』ことが
出発点である。


